
船員保険疾病任意継続被保険者の方の保険料額

保険料の納付方法保険料の納付方法

【令和２年４月分（４月納付分）～】
（単位：円）

○令和２年度における疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、440,000円です。
○介護保険第２号被保険者に該当する方は、40歳以上65歳未満の方であり、一般保険料率（9.93％）に介護保険料率（1.77％）が加わります。
○疾病任意継続被保険者の方の一般保険料率（9.93％）は、疾病保険料率（9.60％）と災害保健福祉保険料率（0.33％）を合計した率です。
　・疾病保険料率のうち、6.81％は保険給付等に充てられるための基本保険料率となり、2.79％は後期高齢者支援金等に充てられる特定保険料
　　率となります。
　・災害保健福祉保険料率は、健診等に充てられるものです。  

疾病任意継続被保険者の方の保険料は、納付書により毎月納付する方法のほか、次の方法があります。納付方法の変更に関するご相談などにつきま
しては、全国健康保険協会船員保険部までお問い合わせください。

《一定期間分》
6カ月分：4月分～9月分または10月分～翌年3月分
12ヵ月分：4月分～翌年3月分

3月と9月に一定期間分を前納（まとめ払い）することができ、
保険料が割引になります。
納付期限は前納開始月の前月末となります。

前納による納付

円以上
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